
奈
良
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

医
師
の
氏
名

医
療
機
関
の
名
称

医
療
機
関
の
所
在
地

診
療
科
目

指
定
年
月
日

田
村

和
寛

た
む
ら
眼
科
ク
リ
ニ

大
和
高
田
市
幸
町
三

眼
科
（
視
覚
障

令
和
元
年
九

ッ
ク

番
一
八
号

ト
ナ
リ

害
）

月
五
日

エ
大
和
高
田
三
階

辻
中

大
生

奈
良
県
立
医
科
大
学

橿
原
市
四
条
町
八
四

眼
科
（
視
覚
障

令
和
元
年
九

附
属
病
院

〇
番
地

害
）

月
五
日
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